
○浜松医科大学におけるＧＰ及びＧＰＡの取扱いに関する申合せ

(平成28年2月4日申合せ第3号)

(目的)

第1条　この申合せは、浜松医科大学医学部履修規程（平成１６年規程第７６号）

第９条第６項に基づき、ＧＰ及びＧＰＡについて必要な事項を定めるものとする

。

(成績評価別ＧＰ)

第2条　成績評価別の ＧＰは次のとおりとする。

　成績評価
　　（和文）

　成績評価
　　（英文）

　GP
　(評点)

　秀 　S 　４

　優 　A 　３

　良 　B 　２

　可 　C 　１

　不可 　D 　０

(ＧＰＡの種類と算出方法)

第3条　ＧＰＡは、当該学期における学修の状況及び成果を示す指標としてのＧＰ

Ａ（以下「学期ＧＰＡ」という。）並びに在学中における全期間の学習の状況及

び成果を示す指標としてのＧＰＡ(以下「累計ＧＰＡ」という。)の２種類とする

。

2　学期ＧＰＡ及び累計ＧＰＡの算出方法は、次に掲げるとおりとする。なお、算

出した数値の小数点第３位以下は切り捨てるものとする。

(1)　学期ＧＰＡ

　(当該学期の秀の単位数×４＋優の単位数×３＋良の単位数×２＋可の単位数
×1＋不可の単位数×０)

　当該学期の総履修登録単位数

(2)　累計ＧＰＡ

　(全期間の秀の単位数×４＋優の単位数×３＋良の単位数×２＋可の単位数×
１＋不可の単位数×０)

　全期間の総履修登録単位数

(ＧＰＡ対象除外の授業科目)

第4条　次に掲げる授業科目については、学期ＧＰＡ及び累計ＧＰＡの対象授業科

目から除くものとする。

(1)　入学前の既修得単位等の認定に関する規程により認定した授業科目

(2)　他の大学等において修得した単位等の認定に関する規程により認定した授

業科目

(3)　合格又は不合格の評語をもって評価を行う授業科目

(再履修した授業科目の取扱い)

第5条　不可と評価された授業科目で再履修により単位を修得した授業科目につい

ては、当該科目について過去に得た不可の評価及び単位数も履修登録単位数に加

算するものとする。

(履修取消し)

第6条　定められた期間に履修登録を取り消すことができる。履修を取り消した科

目はＧＰＡには算入しない。

2　履修登録後に当該学期の休学の申し出があった場合は、原則として履修中の授

業科目は履修を取り消すものとする。
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(成績の開示)

第7条　各学期の成績、学期ＧＰＡ及び累計ＧＰＡは、ポータルサイトの学生カル

テにて開示する。

附　則

1　この申合せは、平成２８年４月１日から施行する。ただし、医学科にあっては

、平成２８年度の編入学生、看護学科にあっては、平成２９年度までの編入学生

を除く。

2　平成２７年度以前のカリキュラムを履修する者については、なお従前の例によ

る。

浜松医科大学におけるＧＰ及びＧＰＡの取扱いに関する申合せ https://legislation-a01.joureikun.jp/joureikun-web/basic/act/JB80...

2 / 2 2019/06/19 13:09


